
 

こうとう はなこ 

平成 2 3 3 

東京都江東区東陽４ １１ ２８－１０１ 

記 入 例 ●離婚届と同時に提出する場合。 

令和 

 

こうとう  たろう 

江東 太郎 

東京都江東区東陽四丁目１１ 

江東 太郎 

江東 

※注意※  この届出を提出された後に、旧姓（婚姻前の氏）に変更する場合は、家庭裁判所の

許可を得ての『氏の変更届』になります。 

江東 

こうとう 

令和３ ９ １ 

昼間連絡の取れる電話番号をご

記入ください。 

東京都江東区東陽四丁目５ 

江東 花子 

今までの戸籍から抜けて、

一人だけの新戸籍を作りま

すので、その表示を決めて

ご記入ください。 

～例えば～ 

江東区の住所（住民登録

地）と同じにする場合は、

『番』までの表記となるの

で、 
『東京都江東区東陽四丁目１１番』 

と記入します。 

R3.9 

(1)欄と同じ氏名を自署してください。 

090 

77 条の 2 の届 

3647 

（離婚日から３ヶ月以内ならば提出することができます。） 

こうとう       はなこ 

平成 3    3    3 

東京都江東区東陽４     11 

令和 

28-101 

令和 

令和 

江東 

変更前も変更後も

同じになります。 

花子 

提出日です。 

（裁判離婚の場合は成立

〔確定〕日です。） 

9111 

令和 

届 出 人 署 名 
（※押印は任意） 

（変更前の氏名） 

生 年 月 日 

婚姻中の氏名。 

婚姻中の本籍と

筆頭者の氏名。 

江東 花子 

この部分は記入しないでください。 

こうとう  たろう 

東京都江東区 

実際に提出する日をご記入

ください。 


